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１Ｆ２２ 

不確実性リスクに対する予防的標準化の有効可能性について 
―ナノ・マイクロプラスチック汚染対策と「標準化」イノベーションの関係性の観点から― 

 
○中山敬太（日本都市センター） 

 
1. 本報告の目的と趣旨   

本報告1では、主に科学的不確実性を伴うリスクが懸念されている諸問題に対する予防的措置の一環

として、「予防的標準化」の意義とその戦略的アプローチの有効可能性について検討を行った。具体的に

は、深刻かつ不可逆的な人体への生命・健康被害等に関して、未だ科学的不確実性が伴うリスクが懸念

されているナノ・マイクロプラスチック汚染をめぐる予防的措置の一環として、「標準化」に向けた新た

なイノベーション創出に繋がり得るかを若干の考察等を踏まえ検討することによって、関連する学問・

領域分野に新たな視座と政策的示唆を示した内容となっている。 
 
2. 問題の所在 

本報告で具体的な事例として取り上げるナノ・マイクロプラスチック汚染に関して、生命・健康被害

へのリスクが懸念されている原因物質(主にマイクロプラスチックの人体への曝露等)に対する「因果関

係」は時の経過とともにより明確になってきている。その一方で、当該原因物質の汚染源に対して「因

果関係」が不明確な場合(たとえ原因がナノ・マイクロプラスチックであること分かっていたとしても、

汚染源が特定できない場合など)、また原因物質と生命・健康被害との間に直接の「因果関係」が不明確

な場合(例えばマイクロプラスチック等が原因で具体的に特定の疾患(健康被害)が生じた事例は現時点

では少なくとも日本のフィールドでは確認できておらず、あくまでも動物実験等を踏まえた健康被害が

生じる可能性が指摘されている状況である。 
このように、原因と結果をめぐる因果関係に対して、原因物質は特定されてはいるものの、その汚染

源が特定化できず予防的な規制管理措置等を講じることができない状況下で、少なくとも日本の環境行

政やリスク行政では「予防原則」を前提とした規制体系となっていないことから、一例ではあるものの

当該汚染源が特定されていないことをもって行政不作為等が生じているのが現状である。このような構

造的問題に対して、いかなる予防的措置が求められ、そのためにどのような具体的アプローチが考えら

れ、新たに実効性を担保した有効可能性(派生的な効果を含む)を示すことができるのかという問題があ

る。 
 
3. 本報告の概要 

 そこで、本報告では、上記「問題の所在」で示したような不確実性を伴うリスクめぐる構造的な問題

に対して、ナノ・マイクロプラスチック汚染の現状とその生命・健康被害に関する懸念事項について先

行研究等を踏まえ整理し、当該汚染の本質的問題や日本における環境行政やリスク行政の課題を示した

上で、予防的措置の「標準化」(予防的標準化)の必要性と不確実性リスクに対する「標準化」イノベーシ

ョンの派生的効果とその可能性について検討を行う。 
この点、「被害が顕在化・拡大する前に必要とされる、環境リスクに対する予防措置の決定に際して

は、被害・損害が発生するまでのメカニズム、被害・損害の態様を予め確定することは困難であり、し

たがって、被害の発生予防のために用いられるべき対策の適否、有効性の程度についても、相当程度の

不確実性が存在することは排除できない」2と言われているように、具体的な人的被害が顕在化する前段

階で、予防的措置をめぐる「対策の適否」やその「有効性の程度」に関しても「不確実性」が生じ得る

ことが分かる。このことに鑑みると、EU のように「予防原則」を各種制度の理念化・原則化していない

(「未然防止原則」を前提・原則とする)日本において、甚大な被害等が生じる前に「予防原則」を前面

に出した予防的措置を迅速に講じることは現実的ではなく、そのような観点でも本報告で取り上げたよ

うな関連領域における予防的標準化の意義を新たに見出すことができると考える。 

 
1 本報告では、次に示す研究成果の法的予防措置をめぐる「標準化」に関する議論の一部も当該内容に含まれている。

中山敬太(2024)「化学物質リスクをめぐる法的予防措置の「標準化」に向けた新たな可能性－PFAS 問題の現状と課題

を踏まえて－」『場の科学』Vol.4、No.2。 
2 高橋滋(2022)『環境政策と行政法学―経済学・環境科学との対話―』日本評論社、p.134 引用。 

1F22

１Ｆ２２ 

不確実性リスクに対する予防的標準化の有効可能性について 
―ナノ・マイクロプラスチック汚染対策と「標準化」イノベーションの関係性の観点から― 

 
○中山敬太（日本都市センター） 

 
1. 本報告の目的と趣旨   

本報告1では、主に科学的不確実性を伴うリスクが懸念されている諸問題に対する予防的措置の一環

として、「予防的標準化」の意義とその戦略的アプローチの有効可能性について検討を行った。具体的に

は、深刻かつ不可逆的な人体への生命・健康被害等に関して、未だ科学的不確実性が伴うリスクが懸念

されているナノ・マイクロプラスチック汚染をめぐる予防的措置の一環として、「標準化」に向けた新た

なイノベーション創出に繋がり得るかを若干の考察等を踏まえ検討することによって、関連する学問・

領域分野に新たな視座と政策的示唆を示した内容となっている。 
 
2. 問題の所在 

本報告で具体的な事例として取り上げるナノ・マイクロプラスチック汚染に関して、生命・健康被害

へのリスクが懸念されている原因物質(主にマイクロプラスチックの人体への曝露等)に対する「因果関

係」は時の経過とともにより明確になってきている。その一方で、当該原因物質の汚染源に対して「因

果関係」が不明確な場合(たとえ原因がナノ・マイクロプラスチックであること分かっていたとしても、

汚染源が特定できない場合など)、また原因物質と生命・健康被害との間に直接の「因果関係」が不明確

な場合(例えばマイクロプラスチック等が原因で具体的に特定の疾患(健康被害)が生じた事例は現時点

では少なくとも日本のフィールドでは確認できておらず、あくまでも動物実験等を踏まえた健康被害が

生じる可能性が指摘されている状況である。 
このように、原因と結果をめぐる因果関係に対して、原因物質は特定されてはいるものの、その汚染

源が特定化できず予防的な規制管理措置等を講じることができない状況下で、少なくとも日本の環境行

政やリスク行政では「予防原則」を前提とした規制体系となっていないことから、一例ではあるものの

当該汚染源が特定されていないことをもって行政不作為等が生じているのが現状である。このような構

造的問題に対して、いかなる予防的措置が求められ、そのためにどのような具体的アプローチが考えら

れ、新たに実効性を担保した有効可能性(派生的な効果を含む)を示すことができるのかという問題があ

る。 
 
3. 本報告の概要 

 そこで、本報告では、上記「問題の所在」で示したような不確実性を伴うリスクめぐる構造的な問題

に対して、ナノ・マイクロプラスチック汚染の現状とその生命・健康被害に関する懸念事項について先

行研究等を踏まえ整理し、当該汚染の本質的問題や日本における環境行政やリスク行政の課題を示した

上で、予防的措置の「標準化」(予防的標準化)の必要性と不確実性リスクに対する「標準化」イノベーシ

ョンの派生的効果とその可能性について検討を行う。 
この点、「被害が顕在化・拡大する前に必要とされる、環境リスクに対する予防措置の決定に際して

は、被害・損害が発生するまでのメカニズム、被害・損害の態様を予め確定することは困難であり、し

たがって、被害の発生予防のために用いられるべき対策の適否、有効性の程度についても、相当程度の

不確実性が存在することは排除できない」2と言われているように、具体的な人的被害が顕在化する前段

階で、予防的措置をめぐる「対策の適否」やその「有効性の程度」に関しても「不確実性」が生じ得る

ことが分かる。このことに鑑みると、EU のように「予防原則」を各種制度の理念化・原則化していない

(「未然防止原則」を前提・原則とする)日本において、甚大な被害等が生じる前に「予防原則」を前面

に出した予防的措置を迅速に講じることは現実的ではなく、そのような観点でも本報告で取り上げたよ

うな関連領域における予防的標準化の意義を新たに見出すことができると考える。 

 
1 本報告では、次に示す研究成果の法的予防措置をめぐる「標準化」に関する議論の一部も当該内容に含まれている。

中山敬太(2024)「化学物質リスクをめぐる法的予防措置の「標準化」に向けた新たな可能性－PFAS 問題の現状と課題

を踏まえて－」『場の科学』Vol.4、No.2。 
2 高橋滋(2022)『環境政策と行政法学―経済学・環境科学との対話―』日本評論社、p.134 引用。 

１Ｆ２２ 

不確実性リスクに対する予防的標準化の有効可能性について 
―ナノ・マイクロプラスチック汚染対策と「標準化」イノベーションの関係性の観点から― 

 
○中山敬太（日本都市センター） 

 
1. 本報告の目的と趣旨   

本報告1では、主に科学的不確実性を伴うリスクが懸念されている諸問題に対する予防的措置の一環

として、「予防的標準化」の意義とその戦略的アプローチの有効可能性について検討を行った。具体的に

は、深刻かつ不可逆的な人体への生命・健康被害等に関して、未だ科学的不確実性が伴うリスクが懸念

されているナノ・マイクロプラスチック汚染をめぐる予防的措置の一環として、「標準化」に向けた新た

なイノベーション創出に繋がり得るかを若干の考察等を踏まえ検討することによって、関連する学問・

領域分野に新たな視座と政策的示唆を示した内容となっている。 
 
2. 問題の所在 

本報告で具体的な事例として取り上げるナノ・マイクロプラスチック汚染に関して、生命・健康被害

へのリスクが懸念されている原因物質(主にマイクロプラスチックの人体への曝露等)に対する「因果関

係」は時の経過とともにより明確になってきている。その一方で、当該原因物質の汚染源に対して「因

果関係」が不明確な場合(たとえ原因がナノ・マイクロプラスチックであること分かっていたとしても、

汚染源が特定できない場合など)、また原因物質と生命・健康被害との間に直接の「因果関係」が不明確

な場合(例えばマイクロプラスチック等が原因で具体的に特定の疾患(健康被害)が生じた事例は現時点

では少なくとも日本のフィールドでは確認できておらず、あくまでも動物実験等を踏まえた健康被害が

生じる可能性が指摘されている状況である。 
このように、原因と結果をめぐる因果関係に対して、原因物質は特定されてはいるものの、その汚染

源が特定化できず予防的な規制管理措置等を講じることができない状況下で、少なくとも日本の環境行

政やリスク行政では「予防原則」を前提とした規制体系となっていないことから、一例ではあるものの

当該汚染源が特定されていないことをもって行政不作為等が生じているのが現状である。このような構

造的問題に対して、いかなる予防的措置が求められ、そのためにどのような具体的アプローチが考えら

れ、新たに実効性を担保した有効可能性(派生的な効果を含む)を示すことができるのかという問題があ

る。 
 
3. 本報告の概要 

 そこで、本報告では、上記「問題の所在」で示したような不確実性を伴うリスクめぐる構造的な問題

に対して、ナノ・マイクロプラスチック汚染の現状とその生命・健康被害に関する懸念事項について先

行研究等を踏まえ整理し、当該汚染の本質的問題や日本における環境行政やリスク行政の課題を示した

上で、予防的措置の「標準化」(予防的標準化)の必要性と不確実性リスクに対する「標準化」イノベーシ

ョンの派生的効果とその可能性について検討を行う。 
この点、「被害が顕在化・拡大する前に必要とされる、環境リスクに対する予防措置の決定に際して

は、被害・損害が発生するまでのメカニズム、被害・損害の態様を予め確定することは困難であり、し

たがって、被害の発生予防のために用いられるべき対策の適否、有効性の程度についても、相当程度の

不確実性が存在することは排除できない」2と言われているように、具体的な人的被害が顕在化する前段

階で、予防的措置をめぐる「対策の適否」やその「有効性の程度」に関しても「不確実性」が生じ得る

ことが分かる。このことに鑑みると、EU のように「予防原則」を各種制度の理念化・原則化していない

(「未然防止原則」を前提・原則とする)日本において、甚大な被害等が生じる前に「予防原則」を前面

に出した予防的措置を迅速に講じることは現実的ではなく、そのような観点でも本報告で取り上げたよ

うな関連領域における予防的標準化の意義を新たに見出すことができると考える。 

 
1 本報告では、次に示す研究成果の法的予防措置をめぐる「標準化」に関する議論の一部も当該内容に含まれている。

中山敬太(2024)「化学物質リスクをめぐる法的予防措置の「標準化」に向けた新たな可能性－PFAS 問題の現状と課題

を踏まえて－」『場の科学』Vol.4、No.2。 
2 高橋滋(2022)『環境政策と行政法学―経済学・環境科学との対話―』日本評論社、p.134 引用。 

― 453―



また、本報告で具体的な対象としたナノ・マイクロプラスチック汚染の不確実性を伴うリスクに対し

て、その課題解決に向けた対策の一環として、例えば生分解性プラスチックの国際標準化をめぐる動き

等も加速化しており、当該問題に対する既存の標準化動向と新たに示す予防的措置の標準化(予防的標

準化)について関連させながら検討を行い、新たな視座と政策的示唆を示した内容となっている。 
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